
修了確認期限
当該期限において

満３５歳となる者の生年月日
当該期限において

満４５歳となる者の生年月日
当該期限において

満５５歳となる者の生年月日
当該期限において

満６５歳となる者の生年月日

平成２３年３月３１日
昭和５０年４月２日～
昭和５１年４月１日

昭和４０年４月２日～
昭和４１年４月１日

昭和３０年４月２日～
昭和３１年４月１日

昭和２０年４月２日～
昭和２１年４月１日

平成２４年３月３１日
昭和５１年４月２日～
昭和５２年４月１日

昭和４１年４月２日～
昭和４２年４月１日

昭和３１年４月２日～
昭和３２年４月１日

昭和２１年４月２日～
昭和２２年４月１日

平成２５年３月３１日
昭和５２年４月２日～
昭和５３年４月１日

昭和４２年４月２日～
昭和４３年４月１日

昭和３２年４月２日～
昭和３３年４月１日

昭和２２年４月２日～
昭和２３年４月１日

平成２６年３月３１日
昭和５３年４月２日～
昭和５４年４月１日

昭和４３年４月２日～
昭和４４年４月１日

昭和３３年４月２日～
昭和３４年４月１日

昭和２３年４月２日～
昭和２４年４月１日

平成２７年３月３１日
昭和５４年４月２日～
昭和５５年４月１日

昭和４４年４月２日～
昭和４５年４月１日

昭和３４年４月２日～
昭和３５年４月１日

昭和２４年４月２日～
昭和２５年４月１日

平成２８年３月３１日
昭和５５年４月２日～
昭和５６年４月１日

昭和４５年４月２日～
昭和４６年４月１日

昭和３５年４月２日～
昭和３６年４月１日

昭和２５年４月２日～
昭和２６年４月１日

平成２９年３月３１日
昭和５６年４月２日～
昭和５７年４月１日

昭和４６年４月２日～
昭和４７年４月１日

昭和３６年４月２日～
昭和３７年４月１日

昭和２６年４月２日～
昭和２７年４月１日

平成３０年３月３１日
昭和５７年４月２日～
昭和５８年４月１日

昭和４７年４月２日～
昭和４８年４月１日

昭和３７年４月２日～
昭和３８年４月１日

昭和２７年４月２日～
昭和２８年４月１日

平成３１年３月３１日
昭和５８年４月２日～
昭和５９年４月１日

昭和４８年４月２日～
昭和４９年４月１日

昭和３８年４月２日～
昭和３９年４月１日

昭和２８年４月２日～
昭和２９年４月１日

平成３２年３月３１日
昭和５９年４月２日～ 昭和４９年４月２日～

昭和５０年４月１日
昭和３９年４月２日～
昭和４０年４月１日

昭和２９年４月２日～
昭和３０年４月１日

平成３３年３月３１日
昭和５０年４月２日～
昭和５１年４月１日

昭和４０年４月２日～
昭和４１年４月１日

昭和３０年４月２日～
昭和３１年４月１日

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

平成４３年３月３１日
昭和５０年４月２日～
昭和５１年４月１日

昭和４０年４月２日～
昭和４１年４月１日

・
・
・

・
・
・

・
・
・

平成５３年３月３１日
昭和５０年４月２日～
昭和５１年４月１日

・
・
・

・
・
・

※１　表中の修了確認期限が免許状の授与から１０年以内のとき、免許状の授与から１０年後の年度末に変更できる。
※２　表中の生年月日の者も、平成２１年４月以降に最初の免許状を授与された場合、免許状の有効期間に従う。

修了確認期限の具体例


